
日本学生科学賞における生成 AIの使用ルール 

 

日本学生科学賞では研究レポートの作成にあたり、生成 AI（人工知能） の使用について一律に禁止はしません。
ただし、使用する場合は以下のルールを徹底し、レポートの作成、提出をお願いします。 

 

●  生 成 A I を 使 用 し た 場 合 は 、 レ ポ ー ト の 最 後 に 、 生 成 A I の 名 称 、 バ ー ジ ョ ン
人 有 料 版 ／ 無 料 版 を 含 む  、 全 て の 使 用 し た 箇 所 、 ど の よ う に 使 用 し た か に
つ い て 必 ず 記 載 し て く だ さ い 。  

例  本 研 究 で は 、 以 下 の 用 途 に お い て 生 成 A I人 C h a t X X、 X X - 4、 A B C 社  を
利 用 し た ：  

・ 考 察 ① の 生 物 ○ ○ に 関 す る 能 識  

・ 参 考 文 献 の 要 約 の 補 助  

・ 内 容 構 成 案 の ア イ デ ア 出 し  

最 終 的 な 内 容 の 確 認 ・ 修 正 は 研 究 者 自 身 が 行 っ た 。  

 

●  審 査 の 過 程 で 、 使 用 す る 箇 所 や 方 法 に つ い て 審 査 委 員 や 事 務 局 が 質 問 す る 場
合 が あ り ま す 。  

 

●  プ ロ ン プ ト 人 A I へ の 指 示 文  を 必 ず 手 元 に 保 存 し て く だ さ い 。 審 査 の 過 程
で 、 プ ロ ン プ ト の 開 示 、 共 有 機 ） が あ る 場 合 は 共 有 機 ） で の 提 出 を 求 め る 場
合 が あ り ま す 。  

 

●  研 究 に お い て 、 創 造 活 動 の 主 体 は 研 究 者 自 身 で あ る よ う 心 掛 け て く だ さ い 。  

 
 
 
 
 

【問い合わせ】日本学生科学賞事務局 
03-3216-8598（平日 10時～17時） 

 


